様式第１号（第５条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日

（宛先）
　埼玉県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金交付申請書

　　地域公共交通生産性等向上促進事業補助金の交付を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号）第４条の規定により、下記のとおり申請します。

記

１　事業名　


２　交付申請額　　　金　　　　　　　　　　円


３　事業の実施（予定）期間
　　　　　　年　　月　　日から
　　　　　　年　　月　　日まで

４　添付書類
（１）別紙１　事業計画書
（２）別紙２　事業費内訳書
（３）別紙３　申請に関する誓約事項
（４）導入予定のツール等に係る見積書の写し
（５）その他参考資料


別紙１
地域公共交通生産性等向上促進事業補助金事業計画書
　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者名　　　　　　　　　　　
	事業名
	

	実施（予定）期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	補助事業区分
	生産性向上事業　・　利便性向上事業

	賃上げの予定
(生産性向上の場合のみ)
	予定の有無
	あり　・　なし

	
	
	実績報告予定時における
直近１か月分（見込み）
	実績報告予定時の前年同月
	増加率

	
	平均所定内給与額
	　　　　　円
	　　　　　円
	　％

	
	（時期）
	　　年　　月
	　　年　　月
	

	事業内容
	別表２又は別表３の番号及びツール等の名称
	

	
	具体的内容
（目的、内容、
効果等）
	


（注）	
１　事業名：補助対象事業者における補助事業の事業内容を表す事業名を記入してください。
２　実施（予定）期間：補助事業の実施（予定）期間を記入してください。
３　賃上げの予定：補助事業区分が「生産性向上事業」の場合、実績報告時において、平均所定内給与額を前年同月比で3.0％以上増加させる予定の有無を記入してください。「利便性向上事業」の場合は記入不要です。
４　事業内容：補助事業の内容（目的、内容、効果等）を具体的に記入してください。
５　成果目標：補助事業の実施による成果目標（利用者数の増加、収支の改善等）を具体的に記入して　ください。

別紙３
申請に関する誓約事項

私は、埼玉県地域公共交通生産性等向上促進事業補助金の申請をするに当たり、下記の内容について誓約します。
誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、補助金の交付を受けられないことになっても異議はありません。

☐　申請要件を満たしています。また、申請内容に虚偽や不正はありません。
☐　規則及び交付要綱等（以下「要綱等」という。）の記載内容を理解し、同意したうえで補助金を申請します。また、要綱等に反したことにより、本補助金交付決定の全部又は一部を取り消されても異議を申し立てません。
☐　対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金を返還することに応じます。
☐　埼玉県から申請の内容について検査・報告の求めがあった場合は、これに応じます。
☐　補助を受けようとする事業について、埼玉県の他の補助制度の交付決定を受けていません。
　　これを確認するために、他の補助制度の執行機関、部署と申請書及び提出書類の記載内容を共有することに同意します。
　　なお、現在他の補助制度に申請中の場合、本補助金と他の補助制度で同一事業に対して交付決定を受けた場合はどちらかを取り下げます。
☐　本補助金に採択された場合、商号又は名称（法人番号を含む）、事業実施場所の市区町村を埼玉県が公表することに同意します。また、補助事業の事業計画内容について、埼玉県が公表する際には協力します。（※特許取得や関係会社の機密情報など、公表できない事情がある場合を除く。）

（以下、生産性向上事業を賃上げ予定ありとして申請した場合に限る。）
☐　実績報告以降も賃金の引上げに向けて取り組むとともに、直ちに賃金を引き下げることはありません。



補助事業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　


様式第２号（第６条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県知事


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で交付申請のあった標記の補助金について、下記のとおり交付します。

記

１　事業名


２　交付決定額　　　金　　　　　　　　　　円


３　支払方法　　　精算払


４　交付の条件
（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（要綱第７条第２項に規定する
　　軽微な変更を除く。）をしようとするときは、知事の承認を受けること。
（２）補助事業を中止又は廃止しようとするときは、知事の承認を受けること。
（３）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき
　　は、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

５　留意事項 
交付決定後に補助対象でない事実や不正が明らかになった場合、交付決定を取り消すことがあります。また、補助金の支払後の場合、補助金の返還を求めることがあります。





様式第３号（第７条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日

（宛先）
　埼玉県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金変更申請書

　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で交付決定通知のあった標記の補助金について、事業の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。

記

１　事業名


２　交付申請額
（１）変更前　　　金　　　　　　　　　　円

（２）変更後　　　金　　　　　　　　　　円


３　変更の理由及び内容





４　添付書類
（１）別紙　事業費内訳書
（２）その他参考資料


様式第４号（第８条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県知事


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金交付決定変更通知書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で変更申請のあった標記の補助金について、交付決定を変更したので、下記のとおり通知します。

記

１　事業名


２　交付決定額
（１）変更前　　　金　　　　　　　　　　円

（２）変更後　　　金　　　　　　　　　　円


３　支払方法　　　精算払


４　交付の条件
（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（要綱第７条第２項に規定する
　　軽微な変更を除く。）をしようとするときは、知事の承認を受けること。
（２）補助事業を中止又は廃止しようとするときは、知事の承認を受けること。
（３）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき
　　は、速やかに知事に報告してその指示を受けること。






様式第５号（第１１条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日

（宛先）
　埼玉県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金実績報告書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で交付決定通知のあった標記の補助金について、事業が完了したので、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号）第１３条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１　事業名

２　交付決定額　　　金　　　　　　　　　　円

３　事業の実施期間
　　    　　年　　月　　日から
　　    　　年　　月　　日まで

４　添付書類
（１）別紙１　事業費内訳書
（２）別紙２　賃金増加率計算表（生産性向上事業を賃上げ予定ありとして申請した場合に限る）
（３）事業実施前及び事業完了後の写真又は事業内容の分かる写真
（４）補助事業に係る契約書の写し
（５）工事竣工届、業務委託完了届又は納品書の写し
（６）補助事業者の財務規則等に基づく検査調書又は竣工検査書の写し
（７）賃金台帳等の集計表の写し又は賃金台帳等の写し（生産性向上事業を賃上げ予定ありとして申請した場合に限る）
（８）その他参考資料

様式第６号（第１２条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県知事


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金交付額確定通知書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で実績報告のあった標記の補助金について、その額を確定したので、下記のとおり通知します。

記

１　事業名


２　交付決定額　　　金　　　　　　　　　　円


３　交付確定額　　　金　　　　　　　　　　円

様式第７号（第１３条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日

（宛先）
　埼玉県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金支払請求書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で補助金の額の確定通知のあった標記の補助金について、下記のとおり請求します。

記

１　事業名


２　交付確定額　　　金　　　　　　　　　　円


３　請求額　　　金　　　　　　　　　　円


　　　　　　　　　　　　　　※債権者コード
	　下記の銀行口座に振替えてください。

	名
義
	
※　フリガナを併せて記載してください。

	区


分
	　　　　　　　　銀　　行　　　　　　　　支店
　　　　　　　　信用金庫
　　　　　　　　農　　協　　　　　　　　支所

	
	普通№
	当座№



※　債権者登録をしている場合は債権者コードを、債権者登録をしていない場合は振込先口座
　を記入してください。


様式第８号（第１４条関係）
第　　　　　号
　　年　　月　　日

（宛先）
　埼玉県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名


地域公共交通生産性等向上促進事業補助金に係る財産処分承認申請書

　地域公共交通生産性等向上促進事業補助金で取得した財産の処分の承認を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第　１５号）第１９条の規定により、下記のとおり申請します。

記

１　事業名


２　補助金額　　　金　　　　　　　　　　円


３　処分する財産
	財産の名称
	取得年月日
	取得金額（円）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



４　処分の理由及び内容



５　処分後の事業計画



　別紙 

暴力団排除に関する誓約事項

　当事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成23年埼玉県条例第39号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以下「委託契約等」という。）を締結する場合に、その相手方が（１）から（４）までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいずれかに該当する第三者と委託契約等を締結する場合（（５）に該当する場合を除く。）に、埼玉県が法人等に対して当該委託契約等の解除を求め、法人等がこれに従わなかったと認められるとき。

